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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年５月２１日 ００時１０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保港第１区（長崎県佐世保市弁天島北東方沖） 

 佐世保港弁天島灯台から真方位０５１°３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０８.９′ 東経１２９°４３.１′） 

事故の概要  交通船第五 鳳
おおとり

丸は、南進中、右転して浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過  平成３０年６月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

交通船 第五鳳丸、８.２３トン 

 ２９２－１９６８１長崎、有限会社下田海事興業 

 １０.６８ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１６９.００kＷ、昭和５０年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２７歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２９年１月１７日 

  免許証交付日 平成２９年１月１８日 

         （平成３４年１月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底中央部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１９９cm（佐世

保） 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、米軍関係者２人を乗せ、錨泊中

の船舶に送る目的で、平成３０年５月２１日００時００分ごろ佐世保

港第３区の佐世保市口木
く ち き

埼北方沖に向けて同港第１区北部の米軍占有

桟橋を出発した。 

 本船は、船長が、単独で操船に当たり、弁天島北東方沖を約１０ノ

ットの対地速力で手動操舵により南進中、接近し過ぎないように左舷

方の前畑岸壁を注視しながら航行を続けていたところ、００時０９分

ごろ、ふと右舷船首方間近に佐世保港大瀬灯浮標の灯光を視認して佐
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世保港前畑沖灯浮標に迫ったと驚き、船首方の陸岸への乗揚の危険を

感じ、慌てて右転した。 

 船長は、ふと灯光を視認した灯浮標北方沖に向かえたことで安心

し、弁天島付近に散在する浅瀬と陸岸の間をふだんどおり航行してい

ると思い込んで南西進中、００時１０分ごろ異音とともに振動を感じ

て行きあしがなくなり、本船が浅瀬に乗り揚げたことを知った。 

 船長は、乗船者の負傷の有無等を確認し、携帯電話で海上保安庁に

本事故の発生を通報した。 

 乗船者は、現場に到着した海上保安庁のゴムボートにより全員が救

出された。 

 本船は、船舶所有者が手配した作業船により満潮を待って引き下ろ

された後、自力で航行して佐世保市の造船所に入渠
きょ

した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

 佐世保港大瀬灯浮標の灯質は、毎８秒に１回のモールス符号Ａの緑

光で、佐世保港前畑沖灯浮標の灯質は、毎８秒に１回のモールス符号

Ｂの赤光である。 

 船長は、本船での佐世保港内の交通船業務に、約１年半前から船長

として月に２０～３０日携わり、本事故発生場所付近の航行経験が３

００回以上あって弁天島周辺の水路事情を十分に承知していた。 

 船長は、毎日７～８時間の睡眠を取っていたものの、本事故発生前

に２日間行ったアルバイトが肉体労働だったことで、本事故当時、疲

労が溜まっており、冷静な判断ができておらず、ふと右舷船首方に灯

光を視認した佐世保港大瀬灯浮標を、ふだん、右転する際の目印とし

ている佐世保港前畑沖灯浮標と勘違いしていたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、佐世保港第１区の弁天島北東方沖を南進中、船長が、左舷

方の前畑岸壁を見ることに意識を向け、船位の確認を適切に行わずに

航行を続けたことから、ふと右舷船首方間近に佐世保港大瀬灯浮標の

灯光を視認して船首方の陸岸への乗揚の危険を感じ、急きょ右転して

南西進し、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、本事故発生前に肉体労働のアルバイトを行っていたこと

で、疲労が溜まり、意識レベルが低下して正常な判断力を喪失してい

たことから、ふと灯光を視認した灯浮標北方沖に向かって急きょ右転

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、佐世保港第１区の弁天島北東方沖を南進

中、船長が、左舷方の前畑岸壁を見ることに意識を向け、船位の確認
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を適切に行わずに航行を続けたため、ふと右舷船首方間近に佐世保港

大瀬灯浮標の灯光を視認して船首方の陸岸への乗揚の危険を感じ、急

きょ右転して南西進し、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、随時、周囲の航路標識の位置関係を確かめるなど、船

位の確認を適切に行うこと。 

 ・意識レベルが低下するほど疲労が溜まった状態では、ほかの乗組

員と交替するなどして、自ら操船に当たることを避けること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


